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　令和３年度の当初予算は、昨年過去最大規模となる積極予算から一転緊縮予算となりました。コロナ禍における
　税収不足があるにせよ△１４億９千万円という過去にない圧縮であり、過去・現在・将来の北名古屋市の姿を
　公会計（財務４表）・当初予算・市長の市政方針から報告します。　また前号より遺言書の書き方では「遺言書作成
　のポイント」そして、地域の皆様とのふれあいでは、石橋地区の圓乗寺さんを特集しました。

　一般会計 ２７９億円 （前年度比△１４．９億円△５．１％）  特別会計 １４５億円 （前年度比△２．９億円△
　２．０％） 企業会計 ３２億円 （前年度比△３．９億円△１０．７％） 総額 ４５６億円 △２１．７億円△４．６％

　持続可能な健全財政を構築するためには、先ずは ①現状分析をし ②目標を置き ③未来の姿から現在を振り返り
　④事業を積み上げることが必要であります。それには「産・学・官・民」手を取り合って民間の力やビジネスの手法を
　生かして未来を切り開く発想が必要と思います。私たち一人ひとりが住む地元・北名古屋市が安全安心に暮らせる
　ような街を目指し、どう考えどう行動することが次世代へ繋げられるか、大事な時期に差し掛かっていると思います。

主要な
事業と
しては

 福祉・教育

安全・環境

産業・活力

地域包括支援センター増設 ８３百万円　温水プール整備費 ３５百万円　学校ＩＣＴ支援 ２百万円

地域強靱化計画策定 ９百万円　自転車ヘルメット着用 １百万円 きたバス拡充 ８９百万円

西春駅東地区検討 ３百万円　徳重・芸大前周辺 ２４百万円　沖村西部区画 ８９２百万円



借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方
資産 負債 経常費用 経常収益 財源の使途 （期首残高） （期首残高）

経常的収入 経常的支出

平成２９年度 令和元年度

59.2% 58.7% ↑
41.7% 43.0%

53.3% 57.6%
6.6% 6.1% ↓

平成３０年度 令和元年度 令和３年度当初

2,348 1,668 371
302 183 53

2,650 1,851 424

財政調整基金
公共施設建設整備基金

合計

④資金収支計算書　C/F

　（うち資金） 地方債 支払利息 純行政コスト ⇒
うち純行政

コスト
財源の調達

資本的収入 資本的支出
有形固定資産

減価償却累計

　純資産の大きな変動要素で
　ある行政コストの内訳を示す

資産形成
充当財産
の減少

△1,777百万円 469百万円

　　　　　　　　　　＜　質問および提案　＞
１．予算調整の財源である財政調整基金減少推移の中、
　　持続可能な予算編成は来年度以降組めるのか？
２．昨年の予算は、過去最大規模の積極予算となった。
　　事業の柱となった「子ども医療無料化・幼児給食費無料
　　化」は財源厳しき折、見直すべきと考えるが？
３．職員の給与カットは、モチベーションの低下、人材の流
出、
　　人材確保の困難を伴うため止めるべきと思う
４．民間の意見、発想を取り入れ既成概念にとらわれる事な
く
　　事業等の見直しができる「新たなプロジェクトチーム」の
　　立ち上げに取組んでもらいたい

　　　　　　　　　　　　＜　当局の考え　＞
１．全庁的な財源確保策として
　　① 公共施設の廃止、休止　② 各種福祉制度の見直し
　　③ 建設事業の縮減及び先送り　④ 各種イベントの中止
　　⑤ 各種団体補助の縮減
　　個別施策による財源確保策として
　　⑥ 合併特例債（基金造成）の活用　⑦ 遊休土地等の売却資
金
２． 幼児教育、保育に係る給食費無料化の見直し
３． 特別職報酬10％及び管理職手当1０％カット
　　 退職者不補充及び採用調整による職員定数の見直し
４． 早急に若手職員を加えたプロジェクトチームを立ち上げる
５． 令和３年度当初予算に併せて記者発表、広報等で説明する

　　　税収・補助金の増加

↑

↑

　④　基礎的財務収支
　　（プライマリーバランス）

期末残高

　　　　　　現金預金の増減を性質別に分解

　　　税収・補助金の増加

予算化の
財源推移

（単位：百万円）
1,842 1,191

396

傾
向

要　　因

↓

算　出　値

　減価償却累計額　/　取得価額
　②　受益者負担比率 経常収益　/　経常費用

2,238

　　　　　　【１】　平成２９年度（H29/4～H30/3末）と令和元年度（H31/4～令和2/3末）
　　　　　　　　の下記の公会計（財務４表）から、１２２ある公共施設の老朽化や人件費・
　　　　　　　　物件費等のコスト増が進み、将来世代である子や孫の世代への負担が
　　　　　　　　進みつつあることが読み取れます。

【２】
平成２９年度 令和２年度

～２～

 財務的収入  財務的支出

   純資産 　純資産の増減理由が明確化

　①　将来世代負担比率 地方債残高　/　有形固定資産 　　　公共債の増加

　　　公共施設の老朽化
 人件費・物件費等のコスト増

事業用資産の減少純資産　/　有形固定資産

議会だより　　～令和３年第１回定例会～

　①　資産老朽化比率

      期末残高

　④　債務償還可能年数
　（地方債残高等ー充当可能
　　基金等）　/　経常的収支

37.2　年 20　年

資産形成
充当財産
の増加

　①　現世代負担比率

①　貸借対照表　B/S ②行政コスト計算書　P/L ③　純資産変動計算書

指　　標 算　　式

　経常的収支-　（△支払利息支
出）

＋資本的収支

　
　　　　　　　　　　　＜２月２５日から３月２２日までの２６日間＞
　　　　　　　３月の予算議会で議論された「過去・現在・未来の北名古屋市の姿」を
　　　　　　　報告します。
　　　　　　【１】　公会計（財務４表）から過去の姿　⇒データーからの指標より
　　　　　　【２】　令和３年度当初予算で現在の姿　⇒当局との議論より
　　　　　　【３】　市長の市政方針で未来の姿　　　 ⇒市政クラブの代表質問より
 

１．行政改革をスピード感をもって取り組むうえで若手職員も
　　含めたプロジェクトチームを設置し、進捗状況は議員・
　　行政改革推進委員会・市民の皆様へ情報共有したい
２．既存施策の選択と集中の観点から、保育園の統合の
　　民営化と公共施設の統廃合は慎重に対応していく
３．市民の皆様の集まる機会等を捉え、私の言葉でこの難局
　　を乗り越えていただきますようお願いするつもりです。

【３】 　コロナ禍と厳しい財政状況下、持続可能な健全財政を構築するため 市長に代表質問しました。

１．プロジェクトチームは、どの様な手法と行程で進めるか
２．公共施設の統廃合は、どの様に取り組み、市民に
　　どの様に説明されるのか
３．夢と希望の持てるビジョンをどの様に市民に説明し、
　　取り組んでいく決意は如何に

98
1,289



法　務　局 本人など 公　証　役　場
家　裁　の　検　認 不　要 必　要 不　　要

選　択　肢 相続人が明確で自宅、預貯金が中心 遺産分けがもめそうな方
次回は、自筆証書遺言を書いてみましょう・・・乞うご期待！

戸籍謄本
を集める

□自分が生まれてからの戸籍謄本をすべて用意します

分割方法
を決める

□誰に何を、いくら残すか考える
□遺留分、寄与分、特別受益など公平性に配慮します
□不動産の分け方は、特に慎重に検討　（原則、単独所有とします）

遺言書
を作る

□公正証書形式は手間と費用がかかるが無効の恐れが少ない
□財産の分け方を明記する
□付言事項で財産分けの理由や家族への思いを伝える

自筆証書遺言と公正証書遺言の主なポイント
自筆証書遺言

保管制度を利用 利用せず
公正証書遺言　（ お薦め ）

作　成　者 本　　人
書　式　の　確　認 法務局の担当者 本　　人

公　証　人

内　　容 本　人　が　考　え　る 公　証　人　に　相　談　可
保　管　者

□不動産・預貯金など主要なものを書き、残りは「その他一切の財産」と書いても良いです
□家族が今の生活を続けられることを優先に考える　□これまで家族にしてあげたこと、自分がして貰った
　 ことを考える　□高齢の配偶者に相続させる場合は、相続発生時には配偶者が死亡している可能性が
　 ありますので「もし配偶者が亡くなっている場合は、その分を長男に相続させる」と予備的に遺言をする

遺言書には、どんなことを書けるの？

１．財産の分割指定　　・・・　 相続人だけでなく第三者への遺贈や福祉施設等への寄付も可能です
２．相続分の指定　　　 ・・・　 法定相続分と違う割合で相続するように指定できます
３．負担付き遺贈　　　 ・・・　 「自宅を相続させる代わりに、妻の面倒を終生看てほしい」等の条件提示可能
４．遺産分割の禁止　　・・・　 死後、最長５年間、遺産分割をしないように指定できます
５．相続人の廃除　　　 ・・・　 素行の悪い家族を相続人から廃除したり、取り消しができます
　　廃除の取り消し　　　　　　 兄弟姉妹には遺留分がないので、廃除できません
６．子どもの認知　　　　・・・　 婚姻外で授かった子どもを遺言で認知することで財産を相続させられます
７．遺言執行者の指定　・・・　遺言を確実に実行してもらえるように、遺言執行者（複数可）を指定しましょう
８．未成年後見人、未成年
　　後見監督人の指定　・・・　配偶者のいない人は、自分の死後、子どもの面倒を看る人を指定できます
９．相続人間の担保　　・・・　 遺言書に書いた財産が無価値になった場合は、他の相続人が穴埋めする
　　責任の指定　　　　　　　　 ように指定できます
１０．遺留分の減殺方法の指定　・・・　遺留分支払いを請求した場合、どの財産から支払うかを指定できる
１１．祭祀の承継者の指定　　　　・・・　喪主、お墓・遺骨等の管理する人を１人指定できます

相続トラブルを避けるために遺言書を　　「遺言作成、ここがポイント」 ～３～

　遺言はなぜ大切なのでしょうか？
　　⇒遺言があれば遺産はそれに従って分けるのが基本だからです
　　⇒遺言がないと、法定相続割合（前回報告済）を目安に相続人同士で話し合い
　　　 ますが、誰が何を、いくら受け取るか合意するのは簡単ではありません
　　⇒そもそもどんな財産があったのか調べる必要があります。手間と時間を要します
　従って、亡くなった人が生前に財産を整理し、遺言で遺産の分け方を決めておけば、
　相続人の負担が軽くなります。そして、分け方はもれなく具体的に書くことです。
　　⇒遺言では遺言を実行する人を指定できるので、費用はかかりますが相続手続を
　　　 代行してもらうこともできます。

遺言作成、ここがポイント

□預貯金・生命保険・有価証券・不動産・借金などすべて書き出す
□金融商品は、金融機関・支店名・残高など具体的に書きます
□不動産は、登記簿謄本と固定資産評価証明書などを用意します

　
  財産・
　負債を
  一覧に

遺言書の
内容は？



1870年代 明治初期

明治20年

　
　　　　　　　梅香（加藤末子氏・大正14年生）先生が
　　　　　　　書かれた数々の書が当寺には有ります

　　　当寺に関わる石橋出身の
　　　　　先人・文化人

 ①名古屋城で勘定奉行（財務）し
　ていた加藤甚平氏の尽力により
　裏門が当寺に移築されました
 ②加藤甚平氏の息子さん達が
　大正10年から昭和27年にかけ
　て石橋サーカス・神風サーカス
　の興行をしました
 ③梅香（加藤末子氏）書道家
　昭和27年より連続３回日展入選
　西春小中学校奉職後、梅香書院
　開き子弟を育成しました

　　　　　鎮守三十番神祠
　　　　（法華宗の守護神）

鬼瓦　「三つ葉葵」

1877年

  名古屋城東の裏門を移建

地 域 の 皆 様

延宝２年1674年

　　　　　　　　御本尊

　　　　　　 　一塔両尊
　　　　　　  日蓮大聖人

      幸せはくらべる
　　　 ものではない
　　　受け止めるもの

　 日蓮大聖人の法灯と日恵大法師（開山）の威光を４００年間脈々と継承されて
　 いる圓乗寺さん。２１世竹嶋日善住職と寺内にある数々の情景について楽しく
 　語って頂きました。地元出身の文化人・先人の想いにより支えられている数々
　 のパワースポットをご照覧あれ　～　西春仏教会では珍しい法華宗です　～

　　　山門は名古屋城 東の裏門です

　時は寛永年間（徳川３代家光公）石橋の西北に、ある落武者（お坊さん）が大日
　如来を安置し大日堂を草創した。お坊さんが没し、堂舎が朽ち果てたので全村
　１３戸の村人が合議し日恵に堂守を懇請した。延宝２年（1674年）本堂・観音堂・
　大黒堂・地蔵堂を創建し恵日山圓乗寺と称した。元禄７年（1694年）８８歳で没。
　その後、師匠と弟子が順次法灯と先徳の威光を受け継いできた～１６世日全書～

 恵日山　　圓乗寺縁起

1630年後 寛永年間   ある落武者が大日堂を草創

　日恵大法師が圓乗寺を創建

と の ふ れ あ い ～4～

   本堂全焼するも山門は免れる　その後建立

恵日山　　圓　乗　寺 住所：　石橋大日９９番地　　（栗島小学校の東南）
☎　 ： 　(0568)　21-2108


